
 

 

 

 

 

令和５年度の笹神中学校の教育について 

                                     校長 石崎 晃一 

 

令和５年度がスタートしました。今年度の生徒数は 141 名となります（令和３年度 128 名、令和

４年度 135 名）。校内では、子どもたちの熱心に学習・諸活動に取り組む姿が見られます。子ども

たちの明るい声が校舎内に響いています。46名の新入生、９名の新しい職員を迎えました。今年度

も子どもたちが主役の学校、安全な環境で安心して学べる学校となるよう、職員一同精一杯取り組

みます。よろしくお願い申し上げます。 

以下に、今年度の笹神中学校の教育についてお知らせいたします。 

 

１ 教育目標は、「清く 正しく 進んで向上を目指す生徒」です。 

 (1) 「清く」とは、心ににごりなくさわやかであり、誠実、いさぎよいことです。  

  (2) 「正しく」とは、心身ともにエネルギーに満ち、自分のやるべきことを最後までやり遂げ 

ることです。  

  (3) 「進んで向上を目指す」とは、夢の実現に努力し、充実した生活を送ることです。  

 

２  今年度は、以下を重点的に取り組みます。  

  (1) 他者の考えを認めながら、自分の考えをきちんと発言できる子どもを育てます。そのため 

に、笹神中学校の授業モデル（「課題提示」→「目標と見通しの共有」→「グループ学習で 

考える」→「自分の考えをまとめ、発言する」→「振り返り成果を確認する」）の実践と研 

修を深めます。特に、考える時間を十分にとることと、自分の考えを書くことに力を入れま 

す。授業でのタブレット活用や、家庭学習の指導も継続して行います。  

  (2) 互いを大切にし、他の人のために正しく行動できる子どもを育てます。そのために子ども 

が主役の教育活動を進め、自己肯定感を育て、いじめを許さない集団をつくります。ＳＮＳ 

のマナーや情報モラルの指導も徹底します。  

  (3) 望ましい生活習慣を身に付けた子どもを育てます。そのために、日頃の生活指導はもちろ 

んですが、各種便りや市の事業・小中連携を生かした教育を進めます。 

  (4) 保護者や地域の皆さまと連携した教育を進めます。そのために、「子どもも大人も育ち合 

い共に地域を創る会」（今年５年目になります）の皆さまと新たな教育活動を協働して進め 

ます。  

                                    

３ 笹神中学校の教員として次の点を心がけます。  

  (1) 子どもたちに目標と見通しをもたせ、意欲を高める手立てを考えます。そして、子どもの 

頑張りを認め褒めます。  

  (2) 子どもたちと共に活動します。その時間を作るために、業務を工夫します。  

  (3) 全校の子どもたちを全ての教職員が育てていきます。制限をする指導ではなく、自分で考 

えさせる視点で支援を行います。  

  (4) 人権を尊重した言動で子どもたちの教育にあたります。 

               令和５・６年度は、新聞を活用した教育（ＮＩＥ）の指定を新 

潟県ＮＩＥ協議会様より受けました。この機会を好機と捉え、新 

聞に親しむ環境を整え、教育の充実につなげていきます。 

学校の取組につきまして、随時ご意見やご要望をお待ちしてお 

               ります。お電話や笹神中学校ＨＰの「お問い合わせ」を通してで

も結構です。なお、笹神中学校ＨＰには、様々な学校生活の様子

が紹介されています。「笹神中学校」で検索してみてください。 

                                 令和５年４月 26日 

                                  第１号 
                   阿賀野市立笹神中学校 

                             〒959-1918 
                                                            阿賀野市笹岡 200 番地 

                                          0250－62－7330 
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今年度の笹神中学校(含 主な予定)を紹介します 

○ 生徒数 141 名（１年生 46名、２年生 46 名、３年生 49名） 

   学級は、各学年２学級です。特別支援学級を併せて計８学級になります。 

 

 ○ 職員数   31名（学習支援員、介助員、用務員、初任者研修指導教員、スクールカウンセラー、 

ＡＬＴ、調理員等を含めた人数になります。） 

 

 ○ 主な行事（詳しくは笹神中学校ＨＰをご覧ください。下記はあくまでも予定です。急な変更の可能性もあります。） 

  ① 入学式(4/7)  卒業式(3/5) 

  ② １学期始業式(4/6)   １学期終業式(7/21） 

２学期始業式(8/24)  ２学期終業式(12/25) 

    ３学期始業式(1/9)   ３学期終業式(3/22) 

  ③ 体育祭(10/1 今年度は日曜日開催予定です。)  合唱祭(10/28) 

  ④ 定期テスト 5/29,5/30  9/12,9/13  11/14,11/15  ←全学年 

1/31,2/1(３年)  2/13,2/14(1･2年) 

  ⑤ 修学旅行(２年 3/6,3/7,3/8)  職場体験(２年 6/29,6/30)  地域学習(１年 6/29) 

    上級学校訪問(３年 10/6) 

  ⑥ 下越地区体育大会(6/9,6/23,6/24)  県総合体育大会(7/15,7/16,7/17) 

    下越地区吹奏楽コンクール 7/15,7/16) 

 

  ※ 上記以外にも生徒会活動、小中連携の活動、健康診断や保健学習、避難訓練等の行事が予定 

されています。 

 

笹神中学校同窓会の組織について（その 2） 
                            

令和４年度学校たより３月号でも紹介いたしましたが、令和５年４月より同窓会の会則が改正され

新しく理事の役職ができました。以下の皆様から笹神中学校同窓会役員として当校を支えていただく

こととなりました。 

 同窓会会長      苅部  一雄 様      小林広前会長様と唐橋繁英前副会長様か 

同窓会副会長     荒木  和哉 様     ら、相談役としてお残りいただくことにな 

 同窓会副会長     斉藤  早苗 様     りました。 

 理事         波多野 儀弘 様     

 理事         井上  由美 様     

 相談役        小林 広 様、唐橋 繁英 様 
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全校朝会 
全国学力・学習状況調査「話すこと」 
教育相談開始（～12） 
生徒総会 
教育実習(～6/9） 
生徒会専門委員会 
１年心臓検診 
生徒朝会 
避難訓練 
定期テスト前諸活動停止 
衣替え移行期間(～31） 
期末テスト(～30) 
人権講演会 

 
 ・ 事情により、予定が変更となる場合もございま 

す。 
 ・ 予定の変更に際しましては、たよりでの連絡か 
  たより発出が間に合わない場合は、メールでのお 

知らせをする予定です。今年度は学級連絡網を作 
成いたしません。 
ぜひメール登録のご   
協力をお願いいたし 
ます。 

 ・ ５月８日(月)より、新型コロナ 
  ウイルスが２類相当から５類とな 

りますが、これまでと同様に、感 
染には十分注意してお過ごしください。 

＜５月の予定＞    



笹神中学校同窓会々則 
 

 

第１章 総   則 

 

第１条（名   称）  本会は笹神中学校同窓会という。 

 

第２条（事務所の所在） 本会の事務所は阿賀野市立笹神中学校に置く。 

 

第３条（目   的）  本会は会員相互の親睦と教養の向上をはかり、母校との連携を密にしてその発 

            展に寄与することを目的とする。 

 

第４条（事   業）  本会は、前条の目的を達成するために必要な諸事業を行う。 

 

 

第２章  組   織 

 

第５条（会員の資格）  本会々員の資格は次のとおりとする。 

             １．正会員    母校卒業生 

             ２．特別会員   母校現職員並びに旧職員 

 

第６条（組   織）  本会の組織は卒業生の年次単位を以って構成する。 

 

第７条（支   部）  本会は必要のあるところに支部を置くことができる。 

 

 

第３章  役   員 

 

第８条（役   員）  本会に次の役員を置く。 

             会長 １名   副会長 ２名（男女各１名）   

理事 若干名  相談役 若干名             

幹事 各年次１名  年次代表 各年次４名   顧問２名（母校職員） 

 

第９条（役員の選任方法）本会の役員の選任方法は次の通りとする。 

１． 年次代表は年次同窓生より選出する。 

２． 幹事は年次代表より互選する。 

３． 理事は幹事等の中から会長が委嘱する。 

４． 会長、副会長は理事会において選出する。 

 

第１０条（名 誉 会 長）  本会は名誉会長として笹神中学校長を推す。 

 

第１１条（役員の任務） １．会長は会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故 

              あるときはその職務を代理する。 

            ２．理事は会の運営に当たり、うち２名は庶務及び会計をつかさどる。 

            ３．幹事は会の運営を審議する。 

            ４．年次代表は幹事と協力し、会員相互の連絡を図る。 

 

第１２条（役員の任期） 役員の任期は二ヶ年間とし、再任を妨げない。ただし、次期役員が改選される 

            まではその事務を取り扱う。 

 



 

第４章  会   議 

 

第１３条（総  会） 総会は幹事会が特に必要と認めた場合のみ会長が招集する。 

 

第１４条（幹 事 会）  幹事会は本会の議決機関とし、会長が招集する。 

 

第１５条（理 事 会） 理事会は本会の執行機関とし、会長、副会長、理事で構成され必要に応じ会長が 

           随時招集する。 

 

第１６条（会議の議長） １．総会及び幹事会の議長は会議出席者より互選する。 

２．理事会の議長は会長がこれにあたる。 

 

第１７条（会議の成立と議決の要件） 

総会及び幹事会の成立人数は規定せず、出席者を以って成立することとし、理事 

会は会議構成員の過半数の出席を以って成立する。 

いずれの会議も議決は多数決とし、賛否同数の場合は議長がこれを決する。 

 

 

第５章  会   計 

 

第１８条（経  費） 本会の経費は入会金、寄付金及び事業収益金によりまかなう。 

 

第１９条（会計報告）  会計報告は幹事会で行う。 

 

第２０条（会計年度）  本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

 

附   則 

 

１．（会則の改正） 本会則の改廃は総会の議決による。 

 

２．（細  則）  この会の運営に必要な細則は別に定める。 

 

３．（施行年月）  この会則は昭和５７年１１月２日から施行する。 

          この会則は令和 ５年 ４月 １日に一部改正し、同日から施行する。   

 


